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産山村工事入札参加者の等級の格付けの基準

産山村工事契約事務取扱要領第6条第1項及び第7条第2項に規定する契約の種類ごとの等級の格付及び産山村工事入札参加者資格審査格付要綱第5条及び第6条に規定する事項は、次に定める基準による。
第1　工事契約の等級の区分及び格付けの数値の算出方法は、次の各号に掲げるものをいう。
1　等級の区分
	工事の種類
	等級
	工事の規模額

	土木一式工事
	A
	1億円以上
	

	
	B
	5,000万円以上
	1億円未満

	
	C
	2,500万円以上
	5,000万円未満

	
	D
	1,000万円以上
	2,500万円未満

	
	E
	1,000万円未満
	

	建築一式工事
	A
	1億円以上
	

	
	B
	5,000万円以上
	1億円未満

	
	C
	2,000万円以上
	5,000万円未満

	
	D
	500万円以上
	2,000万円未満

	
	E
	500万円未満
	

	その他の専門工事
	A
	1億円以上
	

	
	B
	5,000万円以上
	1億円未満

	
	C
	2,000万円以上
	5,000万円未満

	
	D
	500万円以上
	2,000万円未満

	
	E
	500万円未満
	


2　総合数値の算定法
経営規模その他経営の状況に関する審査数値…………………………(ｱ)
工事施行成績及び工事経歴、信用の度合いの審査数値……………(ｲ)
審査結果の総合数値算定方式………………………………………………(ｱ)+(ｲ)
3　各事項の付与数値
ア　経営規模その他経営の状況に関する付与数値
本数値は、「建設業法第27条の2第2項の規定により同条第1項の審査の項目及び基準」（昭和48年10月18日付建設省告示第2093号）及び「建設業者の経営に関する客観的事項の審査事務取扱いについて」（昭和48年10月24日付建設省計建発第200号）により各要素ごとに審査を行い採点する。なお本数値は、熊本県が行っている経営事項審査の数値をそのまま使用するものとし、詳細については省略する。
イ　工事施行成績及び工事経歴、信用の度合いの付与数値
(ｱ)　工事成績の付与数値
土木工事、舗装工事及び建築工事の1件100万円以上の工事について当該工事の施工を所掌する課の監督員並びに検査員は、工事の出来高、工期及び現場管理（安全管理を含む。）について100点を満点とし、助役（産山村工事入札参加者資格審査会会長）に報告するものとする。助役は、上記報告に基づき業者ごとに前々年1月1日から前年12月末日までにしゅん工した工事成績の算術平均値に基づいて次のとおり評点する。
	評点
	工事成績の平均点

	30点
	96点　～　100点

	24点
	91点　～　95点

	18点
	81点　～　90点

	12点
	71点　～　80点

	0点
	70点未満


(ｲ)　工事経歴の付与数値
業者が請負施行した工事のうち、前々年1月1日から前年12月末日までにしゅん工したものにかかる請負金額、件数の合計に基づいて次のとおり評点する。


①　土木工事
a　一般土木工事
ⓐ　工事請負実績額
	評点
	工事金額

	20
	1億2,000万円以上

	16
	6,000万円以上1億2,000万円未満

	12
	2,000万円以上6,000万円未満

	8
	400万円以上2,000万円未満

	4
	300万円以上400万円未満

	0
	300万円未満


ⓑ　契約件数
	評点
	件数

	20
	10回以上

	16
	8～9　回

	12
	5～7　回

	8
	3～4　回

	4
	1～2　回


b　舗装工事
ⓐ　工事請負実績額
	評点
	工事金額

	20
	1億2,000万円以上

	16
	6,000万円以上1億2,000万円未満

	12
	2,000万円以上6,000万円未満

	8
	400万円以上2,000万円未満

	4
	300万円以上400万円未満

	0
	300万円未満


ⓑ　契約件数
	評点
	件数

	20
	10回以上

	16
	8～9　回

	12
	5～7　回

	8
	3～4　回

	4
	1～2　回


c　建築工事
ⓐ　工事請負実績額
	評点
	工事金額

	20
	1億2,000万円以上

	16
	6,000万円以上1億2,000万円未満

	12
	2,000万円以上6,000万円未満

	8
	400万円以上2,000万円未満

	4
	300万円以上400万円未満

	0
	300万円未満


ⓑ　契約件数
	評点
	件数

	20
	10回以上

	16
	8～9　回

	12
	5～7　回

	8
	3～4　回

	4
	1～2　回


(ｳ)　使用の度合いの付与数値
過去　年間における工種別（一般土木、舗装、建築工事）に審査し次のとおり評点する。

	評点
	信用度

	30
	契約上の事故なく特に信用がある。

	25
	信用がある。

	20
	普通

	0
	－



